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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査対象に超音波信号を送受信する超音波探触子と、
　前記超音波探触子で受信した受信信号に基づいて、複数の第１画像データを構成する第
１画像構成部と、
　前記第１画像構成部から入力される前記複数の第１画像データに基づいて、血液及び組
織の速度ベクトルを計測する速度ベクトル計測部と、
　前記速度ベクトル計測部で計測される速度ベクトルに基づいて、血流画像を構成する血
流画像抽出部と、
　前記血流画像抽出部で構成される血流画像について、輝度毎の画素数を算出する輝度分
布計測部と、
　輝度閾値を入力する閾値入力部と、
　前記輝度閾値より高い輝度を有する画素と他の画素とを異なる表示態様とし、少なくと
も１つの前記第１画像データに加算して第２画像データを構成する情報処理部と、
　前記情報処理部で構成される第２画像データを表示する表示部とを有する超音波撮像装
置。
【請求項２】
　前記血流画像抽出部は、前記速度ベクトルを元に組織領域を選択し、前記第１画像デー
タから組織領域データを除去して前記血流画像を構成する請求項１に記載の超音波撮像装
置。
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【請求項３】
　前記情報処理部では、前記輝度閾値より高い輝度を有する画素について、輝度値に応じ
て色づけする請求項１に記載の超音波撮像装置。
【請求項４】
　前記表示部は、前記第２画像データに、前記速度ベクトル計測部で計測した血流の速度
ベクトルを重ねて表示する請求項１に記載の超音波撮像装置。
【請求項５】
　前記表示部は、輝度毎の画素数を表す度数分布表をさらに表示する請求項１に記載の超
音波撮像装置。
【請求項６】
　前記閾値入力部は、前記第１画像上の任意の領域の輝度値を輝度閾値として設定する請
求項１に記載の超音波撮像装置。
【請求項７】
　前記度数分布表及び前記輝度閾値は、前記第１画像データの取得に応じて更新される請
求項５に記載の超音波撮像装置。
【請求項８】
　前記血流画像抽出部は、所定の速度ベクトル閾値を記憶し、前記速度ベクトル閾値以上
の速度ベクトルが存在する領域を前記血流画像とする請求項１に記載の超音波撮像装置。
【請求項９】
　前記血流画像抽出部は、前記第１画像データから前記速度ベクトルが実質的に零の領域
を除去して前記血流画像とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記血流画像抽出部は、前記超音波探触子が低周波成分の照射を含めた送波シーケンス
によって得る受信信号に基づいて、前記組織領域を選択する請求項１に記載の超音波撮像
装置。
【請求項１１】
　前記速度ベクトル計測部は、複数の速度ベクトルを計測して平均速度ベクトルを算出し
、前記血流画像抽出部は前記平均速度ベクトルに基づいて前記血流画像を抽出する請求項
１に記載の超音波撮像装置。
【請求項１２】
　前記速度ベクトル計測部は、複数の速度ベクトルを計測して領域毎に加算する請求項１
に記載の超音波撮像装置。
【請求項１３】
　前記閾値入力部は、前記第１画像データにおける血管の中心または中心近傍の輝度値を
輝度閾値とする請求項１に記載の超音波撮像装置。
【請求項１４】
　検査対象に超音波信号を送受信する超音波探触子と、
　前記超音波探触子で受信した受信信号に基づいて、複数の第１画像データを構成する第
１画像構成部と、
　前記超音波探触子で受信した１番目の信号からｎ番目の信号までの複数信号の各々に対
応する複数の第１画像データのうち少なくとも２つを記憶するメモリと、
　前記第１画像構成部から入力されかつ前記メモリに記憶された、（ｎ－１）番目の信号
に対応する第１画像データとｎ番目の信号に対応する第１画像データとから、血液及び組
織の速度ベクトルを計測する速度ベクトル計測部と、
　複数の第１画像データを加算して加算画像を作成する画像加算部と、
　前記速度ベクトル計測部で計測される速度ベクトルまたは前記画像加算部で作成する加
算画像に基づいて、血流画像を抽出する血流画像抽出部と、
　前記加算画像について、輝度毎の画素数を算出する輝度分布計測部と、
　輝度閾値を入力する閾値入力部と、
　前記輝度閾値より高い輝度を有する画素を色表示し、少なくとも１つの前記第１画像デ
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ータに加算して第２画像データを構成する情報処理部と、
　前記情報処理部で構成される第２画像データを表示する表示部とを有する超音波撮像装
置。
【請求項１５】
　前記画像加算部は、組織の前記速度ベクトルに基づいて、前記検査対象の体動を補正し
て前記加算画像を作成する請求項１４に記載の超音波撮影装置。
【請求項１６】
　前記メモリは、前記超音波探触子で受信した１番目の信号からｎ番目の信号までの複数
信号の各々に対応する複数の第１画像データを記憶し、
　前記画像加算部は、１番目の第１画像データからｎ番目の第１画像データを加算して前
記加算画像を作成する請求項１４に記載の超音波撮影装置。
【請求項１７】
　前記速度ベクトル計測部は、前記画像データを一枚ずつ取得して血液及び組織の速度ベ
クトルを計測する請求項１４に記載の超音波撮影装置。
【請求項１８】
　前記超音波探触子は、前記第１画像データを分割した分割領域毎に、前記画像加算部が
加算する第１画像データの数だけ超音波送受信を行なう請求項１４に記載の超音波撮影装
置。
【請求項１９】
　前記血流画像抽出部は、前記加算画像から低周波成分を抽出して前記血流画像を抽出す
る請求項１４に記載の超音波撮影装置。
【請求項２０】
　前記血流画像抽出部は、前記加算画像から高輝度領域を抽出して前記血流画像を抽出す
る請求項１４に記載の超音波撮影装置。
【請求項２１】
　前記速度ベクトル計測部は、複数の速度ベクトルを計測して領域毎に加算して加算速度
ベクトルを算出し、前記血流画像抽出部は、前記加算速度ベクトルによって組織領域と血
流領域との速度差を強調して血流領域を抽出する請求項１４に記載の超音波撮影装置。
【請求項２２】
　前記血流画像抽出部は、前記速度ベクトルに基づいて、前記加算画像から血流領域のみ
を抽出した加算血流画像を構成する請求項１４に記載の超音波撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【参照による取り込み】
【０００１】
　本出願は、２００７年４月２７日に出願された日本特許出願第２００７－１１７９５４
号の優先権を主張し、その内容を参照することにより本出願に取り込む。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、超音波探触子により送受信した超音波信号を用いて、血流画像の輝度の空間
分布や速度ベクトルを計測し、血流が停滞するよどみ領域を識別して画像化し表示する装
置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　血管壁の異常形成物（プラーク）や、プラークの剥離や血液の滞りにより生じる血栓に
よる、血流の遮断が原因で発症する心筋梗塞や脳梗塞は、癌に次いで死亡率が高い重大疾
患であると共に、その症状は突発的に発生する。一方で、プラークそのものは数ヶ月から
数年かけて血管壁部に徐々に成長して形成される。そのため、検診の段階でプラークの形
成が危ぶまれる箇所を特定して監視することが重要であり、血管閉塞に至る前に予防措置
を施すことが求められている。
【０００４】
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　観察下のプラークに対して治療を実施する判断基準は、プラークの大きさや成長率が考
慮される。プラークを診断する上で重要な指標となるのが、プラーク周辺の血流状態、特
に血流の速度分布である。
【０００５】
　血流の速度分布を自己相関演算により計測し、二次元画像化する技術は、現在では超音
波診断装置に広く装備されている技術である。（例えば特許文献１）
【特許文献１】特許第３３７０７８０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来技術では、血流のよどみを可視化することが依然として未解決の問題であった
。本発明の目的は、よどみ領域を表す血流分布画像を表示する、超音波診断装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の超音波診断装置は一例として、検査対象に対して超音波を送受信する超音波探
触子と、所望の送信ビームを形成するために、超音波探触子を構成する各ピエゾ素子に所
定の時間遅延を与えるための送信ビームフォーマと、送信ビームフォーマからのデジタル
信号をアナログ信号に変換するためのＤ／Ａ変換器と、伝播過程で生じる振幅減衰を補正
するためのＴＧＣ（Ｔｉｍｅ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｅｒ）と、受信信号をデジタル
信号に変換するためのＡ／Ｄ変換器と、超音波探触子の各素子で得られた受信信号を整相
し、各素子位置によって生じる時間差を補正するための受信ビームフォーマと、受信ビー
ムフォーマから出力されたＲＦ信号を検波し、画像信号に変換するための包落線検波部と
、包落線検波部から送信された画像信号を用いて二次元の画像データを構成するためのス
キャンコンバータと、前記画像データを少なくとも２枚保持するためのフレームメモリと
、保持した複数の画像データ間に生じた血流または組織の速度ベクトルを計測するための
速度ベクトル計測部と、計測した速度ベクトルをもとに画像データから血流部分を抽出し
た血流画像を構成するための血流画像抽出部と、前記血流画像上に、前記血流画像の輝度
の度数分布を算出するための度数分布算出部と、画面上に表示される輝度の度数分布表上
に、色表示する輝度の閾値を術者が設定するための表示輝度制御部と、前記輝度制御部で
設定した閾値を超える輝度のピクセルを、輝度に応じて前記画像データ上に色分けし血流
分布画像を構成するための血流分布画像構成部と、前記血流分布画像を表示するための表
示部とを有する。
【０００８】
　ここで、速度ベクトルの計測は、画像データを細分化した領域毎に行ってもよい。また
、速度ベクトルの計測結果をもとに、画像データから血流領域を抽出してもよい。また、
血流画像の輝度の度数分布を計測してもよい。また、血流分布画像上で色表示される画素
は、画面上に表示される輝度の度数分布表上に、術者が所望の輝度値を閾値として選択し
、それを超える輝度値をもつものとしてもよい。また、画像データ上に重ねて表示する情
報は、血流の速度ベクトル、血流の輝度分布の一方もしくは双方とし、一度に表示する情
報は術者が自由に選択できてもよい。また、複数の画像データから速度ベクトルを計測す
る手段と、計測した速度ベクトルを用いて画像データから血流領域を抽出する手段と、血
流領域の輝度の度数分布を算出し、術者が設定する輝度の閾値を超える画素を色表示する
手段とを備え、画像データと血流の速度ベクトルと血流の輝度分布から、血流の濃度や流
速を示す輝度分布や血流ベクトル等、術者が選択する情報を重ねた血流分布画像を表示す
るための血流画像表示部を具備してもよい。
【０００９】
　他の例として、検査対象に超音波信号を送受信する超音波探触子と、超音波探触子で受
信した受信信号に基づいて、複数の第１画像データを構成する第１画像構成部と、第１画
像構成部から入力される複数の第１画像データに基づいて、血液及び組織の速度ベクトル
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を計測する速度ベクトル計測部と、速度ベクトル計測部で計測される速度ベクトルに基づ
いて、血流画像を構成する血流画像抽出部と、血流画像抽出部で構成される血流画像につ
いて、輝度毎の画素数を算出する輝度分布計測部と、輝度閾値を入力する閾値入力部と、
輝度閾値より高い輝度を有する画素を色表示し、少なくとも１つの第１画像データに加算
して第２画像データを構成する情報処理部と、情報処理部で構成される第２画像データを
表示する表示部とを有する。
【００１０】
　さらに他の例として、検査対象に超音波信号を送受信する超音波探触子と、超音波探触
子で受信した受信信号に基づいて、複数の第１画像データを構成する第１画像構成部と、
超音波探触子で受信した１番目の信号からｎ番目の信号までの複数信号の各々に対応する
複数の第１画像データのうち少なくとも２つを記憶するメモリと、第１画像構成部から入
力されかつメモリに記憶された、（ｎ－１）番目の信号に対応する第１画像データとｎ番
目の信号に対応する第１画像データとから、血液及び組織の速度ベクトルを計測する速度
ベクトル計測部と、複数の第１画像データを加算して加算画像を作成する画像加算部と、
速度ベクトル計測部で計測される速度ベクトルまたは画像加算部で作成する加算画像に基
づいて、血流画像を抽出する血流画像抽出部と、加算画像について、輝度毎の画素数を算
出する輝度分布計測部と、輝度閾値を入力する閾値入力部と、輝度閾値より高い輝度を有
する画素を色表示し、少なくとも１つの第１画像データに加算して第２画像データを構成
する情報処理部と、情報処理部で構成される第２画像データを表示する表示部とを有する
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の超音波診断装置によれば、血流濃度や流速を示す血流の輝度分布を色表示し、
よどみ領域を強調した、血流分布画像を表示できる。
　本発明の他の目的、特徴及び利点は添付図面に関する以下の本発明の実施例の記載から
明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の超音波診断装置では、複数の画像データを用いて検査対象の速度ベクトルを計
測し、その計測結果をもとに前記画像データから血流領域を抽出し、前記血流領域の輝度
の度数分布表を算出し、前記輝度の度数分布をもとにして術者が設定する閾値を超える画
素を画像データ上で色表示し、血流分布画像を表示する。
【実施例１】
【００１３】
　図１は本発明の実施例１になる超音波診断装置の構成を示すブロック図である。最初に
血流分布を計測するための元データとなるＢモード画像を構成するための第１画像構成部
における処理工程について説明し、続いて第１画像構成部から入力されるＢモード画像を
用いて血流分布画像を構成するための第２画像構成部における処理工程について説明する
。
【００１４】
　Ｂモード画像を構成するための処理工程はよく知られた技術であるため、ここでは簡単
に説明する。
【００１５】
　超音波探触子２の超音波照射面は、複数のピエゾ素子が一列に配列した構成になってお
り、各素子が超音波の送受信を担う。送信ビームフォーマ３からの電圧パルスがＤ／Ａ変
換器を介して各ピエゾ素子に入力され、素子の圧電振動によって検査対象１に向けて超音
波が照射される。この時、各ピエゾ素子には所定の時間遅延が電子的に与えられており、
各ピエゾ素子から送信された超音波は検査対象１の内部の所定の位置で焦点を結ぶ。検査
対象１からの反射エコーは各ピエゾ素子で受信され、伝播過程で生じた信号の減衰分を補
正するためにＴＧＣ（Ｔｉｍｅ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）５で伝播距離に応じた振幅
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補正がなされる。続いて、受信信号はＡ／Ｄ変換器６を介して受信ビームフォーマ７に送
られ、焦点位置から各ピエゾ素子までの距離に応じた遅延時間を掛けて加算結果が出力さ
れる（整相加算）。この超音波送受信を、ピエゾ素子列に沿った全ての走査線で行なうこ
とで、検査対象１の２次元的な反射エコー分布が得られる。受信ビームフォーマ７からは
実部と虚部に分けられたＲＦ信号が出力され、包絡線検波部８に送られる。包絡線検波部
８に送られた信号は、ビデオ信号に変換された後、スキャンコンバータ９で走査線間の画
素補間が加えられ、２次元画像データに再構成された後、表示部１０に表示される。
【００１６】
　続いて、第二画像構成部における血流分布画像の処理工程について説明する。
【００１７】
　スキャンコンバータから出力された少なくとも２枚の画像データが、フレームメモリ１
１に格納される。前記２枚の画像データは速度ベクトル計測部１２に送られ、前記２枚の
画像データを取得する間に生じた血流および組織の速度ベクトルが計測される。計測した
血流ベクトルをもとにして、血流領域のみを抽出した血流画像を血流画像抽出部１３で構
成する。血流の速度は組織のそれに比べて一桁以上大きいため、計測した速度ベクトルに
一定の閾値を与え、その値以上の速度ベクトルをもつ領域を選択することにより、血流画
像を抽出できる。前記血流画像は輝度分布計測部１４に送られ、輝度の度数分布が算出さ
れる。計測した輝度の度数分布を元に、術者は色表示する画素の閾値となる輝度値を閾値
入力部１５で入力する。フレームメモリ１１に保持されている画像データは、速度ベクト
ル計測部１２と共に血流分布画像構成部（情報処理部）１６にも送られる。血流分布画像
構成部１６では、前記血流画像から、閾値入力部１５で入力された閾値を超える輝度値を
持つ画素が選択された後、その輝度値に応じた色づけがなされる。色づけされた血流画像
は、フレームメモリ１１から読み込まれる画像データと重ね合わされて、血流分布画像が
構成される。前記血流分布画像は表示部１０に送られてディスプレイに表示される。
【００１８】
　次に、図２に示す処理工程表にしたがって、スキャンコンバータ９から取り込まれた画
像データから血流分布画像構成部１６において、血流の輝度分布を色表示した血流分布画
像を構成するまでの処理工程について説明する。
【００１９】
　フレームメモリ１１に格納された２枚の画像データを格納した順にｆ１、ｆ２とする。
つまりｆ２が取り込んだ最新の画像データとする。工程２１ではこの２枚の画像データを
用いて、速度ベクトルの計測を行なう。画像データが速度ベクトル計測部１２に入力され
ると、ｆ２は速度ベクトルを計測するための領域（以降、細分化領域）に細分化される。
この細分化領域は、速度ベクトルの分布をどの程度細かく計測するかを決定するため、可
能な限り小さいことが望ましいが、速度ベクトルの計測は血流内を流れる反射エコー源で
ある、赤血球や脂質を追跡するため、これらの分子よりも大きな領域である必要がある。
この領域の大きさは、超音波探触子から照射される超音波の周波数、超音波探触子の口径
幅、フォーカス位置によって決まるが、おおよそ周波数７ＭＨｚ、口径３ｃｍ、フォーカ
ス位置の深さ２ｃｍ程度の条件で、５００μｍ四方の大きさとなる。よって細分化領域の
大きさは、５００μｍ四方を初期値として、術者が自由に変更できる。また、初期値も術
者が任意に設定できるものとする。ｆ２上に設定したひとつの細分化領域ｓｕｂｆ２に着
目して、速度ベクトルの計測手法について図３Ａおよび図３Ｂを用いて説明する。図中３
１、３３は、画像データｆ１、ｆ２で、３２、３４は、各画像データ上の血管を表す。ｆ

２（３３）上には、細分化領域ｓｕｂｆ２（３６）が設定され、その領域と最も整合する
領域（整合領域）を探索するための探索領域３５が、ｆ１上の細分化領域ｓｕｂｆ２（３
６）と同じ点を中心点とする位置に設定される。探索領域の大きさは計測する血流の速さ
と画像データを取得するフレームレートによって決まる。ただし、探索領域を広げると、
その分だけ処理時間が増えるため、可能な限り小さくする必要がある。例えば下肢静脈の
場合、血流速は非常に遅く、約１－２ｃｍ／秒である。したがって、毎秒３０フレームの
画像データを取り込む場合、画像データ間で生じる血流の動きは約３００－６００μｍに
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なるので、これに相当する探索領域を設定する。
【００２０】
　探索領域を設定する際には、前の画像データで計測された速度ベクトルから、次に画像
データで計測される速度ベクトルを推定し、探索領域の大きさを最適化することができる
。例えば、図４Ａおよび図４Ｂに示すように、画像データｆ１とｆ２から速度ベクトルＶ

ｆ１－ｆ２が計測されたとする。次に、ｆ３が新たに取得されると、画像データｆ３上に
細分化領域、画像データｆ２上に探索領域が設置され、同様の手法により画像データｆ２

とｆ３の間に生じた速度ベクトルが計測される。この時、フレームレートが検査対象の動
きの速さに比べて充分に早い場合には、その結果はＶｆ１－ｆ２に近い結果になると推測
される。したがって、本来ならばｆ２上に設置される探索領域は、ｆ１上に設置された探
索領域３５と同じ点を中心点として同じ大きさで設置されるが（最適化前の探索領域４０
）、先の推測からＶｆ１－ｆ２の方向にはその大きさを維持し、それ以外の方向には、例
えば本来設置されるべき領域の半分の範囲にした探索領域の設定が可能である（最適化後
の探索領域４１）。探索領域を最適化することにより、細分化領域と整合する領域を探索
する範囲が狭くなるため、速度ベクトルの計測に要する処理時間を短縮させることができ
る。
【００２１】
　整合領域は、探索領域３５内をｓｕｂｆ２（３６）を１画素ずつずらしながら、各位置
（ｘ，ｙ）における輝度の差分絶対値の総和ｃｘ，ｙを式（１）に従って求め、この値が
最小値となる位置とする。
【００２２】

【数１】

ここで、（Ｎｌ，Ｎｍ）および（ｌ，ｍ）は、細分化領域ｓｕｂｆ２（３６）の画素数と
探索領域３５内の各位置（ｘ，ｙ）における相対的な画素位置を表す。細分化領域の中心
点から整合領域の中心点までの距離が、画像データ間に生じた細分化領域における検査対
象の動きであり、その値から速度ベクトルが求められる。ここでは整合領域を探索する手
法の典型例を示したが、他にも最小２乗法や相関演算による手法など、ある特定の領域と
最も合致する領域を探索する方法であれば、その演算手法を限定しない。以上に説明した
整合領域の探索を、画像データｆ２上に設定した全ての細分化領域について行なうことで
、画像データ全体の速度ベクトルの計測がなされる。
【００２３】
　速度ベクトルを計測した結果の典型図を図５に示す。速度ベクトルを計測する際の基準
となる画像データ３１上に、血管３２があり、速度ベクトルが図中の矢印で示される。矢
印の大きさは血流速の大きさを示し、通常、血管の中心部に比べて壁側の流速は小さくな
る。また、超音波探触子を固定した理想的な条件下では、組織は静止しているため、血流
以外の領域は速度ベクトルの計測結果が実質的に零となる。
【００２４】
　工程２２では、計測した速度ベクトルに基づいて血流領域画像を抽出する。組織の動き
が血流に比べて充分に小さいときは、速度ベクトルが実質的に零の領域を画像データｆ２

から除去することにより、血流領域のみを抽出した血流画像が構成される。例えばプラー
ク診断で重要な対象である頸部動脈や下肢静脈では、血流の速度は組織のそれに比べて一
桁程度大きいため、速度ベクトルによる血流領域の抽出は比較的容易である。
【００２５】
　血流領域の抽出方法として、ここでは２枚の画像を用いた速度ベクトルの計測結果を利
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用する手法について説明したが、速度ベクトルの計測に利用する画像データは２枚に限ら
ず、さらに多くの画像データを用いて、各画像データ間の速度ベクトルを計測し、各画像
データの同じ位置に設置した細分化領域で計測した複数の速度ベクトルから、その位置に
おける平均速度ベクトルを算出し、その大きさから血流領域を判断してもよい。この場合
、瞬時的な組織の動きに影響されず血流領域を判別できる。また、複数の画像間で計測さ
れた時系列の速度ベクトルを各細分化領域で累積加算することにより、血流領域と組織領
域との速度の違いをより明確に分離することができる。
【００２６】
　また、送波シーケンスに低周波成分の超音波照射を含め、その照射によって得られた画
像データから組織領域を判断することもできる。低周波の超音波照射では、血流に含まれ
る反射エコー源から充分な強度での受信信号が得られないため、構成された画像データは
組織成分が強調された画像となる。したがって、画像上で低輝度領域を選択することによ
り、血流領域を描出することができる。この送波シーケンスの場合には、必ずしも速度ベ
クトルの計測は必要ではない。この場合、血流の速度ベクトルを表示できず、血流の輝度
分布画像のみの画像表示になるが、その分、処理時間の大幅な短縮が期待できる。
【００２７】
　また、高調波成分で構成される画像データを用いることにより、血流領域を組織領域に
比べて一桁以上高い輝度値で画像化することができるため、画像上で高輝度領域を抽出す
ることにより、血流画像を作成できる。造影剤の使用も、血流領域からの反射エコー強度
を増幅させるのに有効である。この場合も、速度ベクトルの計測は必ずしも必要とせず、
処理時間の短縮が期待できる。また、高周波成分で構成した画像から低周波成分で構成し
た画像を差し引くことも、血流領域を抽出する上でより効果的である。
【００２８】
　次に、前記血流画像の輝度の度数分布を算出する（工程２３）。度数分布は横軸に輝度
値（８ビットの画像データの場合０－最大２５５）、縦軸に各輝度値を持つ画素の累計を
表示する（図６）。前記度数分布表に基づいて、術者は色表示する画素を決める際の基準
となる閾値を入力する（工程２４）。画面上の輝度値は、各画素上において単位時間に累
積される反射エコー信号の強度であり、血流の流入量が多い場所、または血流が停滞して
いる場所を示すものである。したがって、閾値を調節することにより、例えば血流が停滞
している場所のみを強調した画像表示が可能である。入力方法の一例は、前記度数分布表
および閾値を設定するための閾値ラインを表示部１０に画像と共に表示し、基準ラインを
所望の位置に動かして設定する（図７）。画面上では、術者が操作する基準ラインの動き
と共に、画面に表示されている血流分布画像上の色表示も即時対応して切り替わる。また
、画像データ上の特定の領域、例えば血管の中心領域を選択し、概領域の輝度を閾値にす
ることもできる。基本的に血管の中心部位は血管の壁部に比べて血流が速く、画像データ
上では低輝度になるため、血管の中心または中心近傍の輝度値を基準（閾値）にすること
により、血流領域全体の輝度分布を色表示することができる。
【００２９】
　工程２６では、工程２５で選択された、閾値を超える輝度を持つ画素が、画像データｆ

２上で色分けされる。さらに、術者の希望によって速度ベクトル計測部１２で計測した速
度ベクトルを重ねて表示することも可能であり、それにより、例えば血管内の全体の血流
の流れの中で、血流が停滞する原因やメカニズムの解明が期待できる。また、血管腫によ
る血流の蛇行や動脈瘤等への流れ込みも画像化できるため、血管異常等に対する診断能の
向上が期待できる。
【００３０】
　図７は表示部に表示される血流分布画像の一例である。元の画像データｆ２（３１）に
度数分布表、速度ベクトルが表示されている他、血流が停滞し、高輝度領域となっている
部分（図中７１）が色表示されている。なお、計測領域は術者が自由に変更することがで
き、それにより処理時間を短縮させることができる。また、画像データは基本波成分で構
成される画像、高調波成分で構成される画像など、血流からの反射エコー強度が充分であ
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れば、画像形態を限定しない。また、造影剤を用いることにより、反射エコー強度が増幅
されるため、より高い精度での血流分布画像の表意が可能である。
【００３１】
　上述した処理では、血流の速度ベクトルは血流領域を判別するのに利用し、画像化する
直接要素である血流状態は画像データ上の輝度分布で判断している。ここで、速度ベクト
ルから血流の乱流を判断することで、輝度分布を用いるよりも効率的な処理が可能である
。この場合の装置構成例のブロック図を図１４に示す。図１４では図１に示す装置構成例
のブロック図のうち、輝度分布計測部１４をベクトル分布計測部１４１に変更されている
。
【００３２】
　血流分布計測部１４１では、図１５に示すように横軸に計測したベクトルの方向、縦軸
にその頻度をとったベクトル分布１５１を構成する。ベクトルの方向は、表示部に併せて
表示する画像データ３１に基づいて設定し、例えば右方向を基準値として０°とする。血
流の方向は概ね同一方向を向くため、ベクトル分布はその方向に高い頻度を持つが、乱流
領域ではベクトルの方向は様々であるため、その場合には０°以外の方向に頻度を持つ。
ベクトル分布１５１には抽出領域１５２が設けられており、術者は抽出領域入力部１４２
にて、この領域を適当に調整することにより、所望の方向を持つベクトルまたはその画素
を選択することができる。選択された画像データ上の画素は血流分布画像構成部１６で色
分けされ、表示部に表示される。
【００３３】
　また、ベクトル分布１５１から各ピークの分散値（σ）を計測し、その値が大きい領域
をベクトル方向が不均一、つまり乱流領域として選択することもできる。血管に局所的に
腫瘍があり、その周辺の乱流を抽出したい場合、多くのベクトルが均一な方向を持つため
、その方向のピークの分散値は小さく、頻度が大きい。したがって、そのピークの分散値
で決まる範囲（例えば図１５の±２σ）以外の領域を抽出することにより可能である。
【００３４】
　また、隣接した血流ベクトルを用いて互いの類似度を相互相関演算により求め、予め設
定する閾値以下の類似度を持つ画素を選択することによって、乱流領域の画素を判別する
こともできる。この場合、閾値または抽出領域を調整を必ずしも必要としない。
【実施例２】
【００３５】
　図８は本発明の実施例２になる超音波診断機の構成を示すブロック図である。第１画像
構成部の装置構成および処理工程は実施例１と同じであるため、第２画像構成部から説明
する。
【００３６】
　フレームメモリには実施例１と同様に最低２枚の画像データが保持されるが、実施例２
においては、術者が設定するｎ枚（ｎ＞１）の画像データ（ｆ１－ｆｎ）が順次保持され
る。ここで、ｆｎが取り込まれた画像データの中で最も新しいものとする。速度ベクトル
計測部１２ではフレームメモリ１１に取り込まれた複数の画像データ間、望ましくは全て
の画像データ間に生じた速度ベクトルが計測される。速度ベクトルの計測手法は実施例１
で説明した手法と同じである。
【００３７】
　実施例２の超音波診断機では、計測した速度ベクトルを元にして、複数枚の画像データ
を加算処理して構成される加算画像を輝度分布の計測に利用する。また、加算画像は、血
流領域抽出部における血流領域の抽出にも利用する。
【００３８】
　最初に、速度ベクトルの計測と、画像加算の手法について、図９のフローチャートを用
いて説明する。ここでは、加算枚数をｎ枚とし、フレームメモリには読み込まれた順に、
ｆ１からｆｎまでｎ枚の画像が保持されているとする。超音波診断機に取り込まれた最も
新しい画像ｆｎを、加算処理の基準画像として読み込み（工程９１）、続いて加算対象に
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なる１フレーム前の画像ｆｔ（ｔの初期値は（ｎ－１））をフレームメモリから読み込む
（工程９２）。この２枚の画像を用いて、画像間に生じた速度ベクトルの計測を行ない（
工程９３）、その計測結果を元に両画像間に生じた検査対象の動きを補正して加算処理す
る（工程９４）。速度ベクトルの計測は、相互相関演算や最小二乗法など一般に知られる
パターンマッチングの手法を用い、その手法を特に限定しない。工程９２から工程９４を
、（ｎ－１）回、つまりｔ＝１になるまで繰り返し（工程９５）、最終的にｎ枚の画像が
加算処理された加算画像が血流画像抽出部１３に出力される（工程９６）。
【００３９】
　血流画像抽出部１３では、前記加算画像から血流領域のみを抽出した加算血流画像を作
成する。血流領域の抽出は、加算画像の輝度値により血流領域を判断する。加算処理によ
り、血流に含まれる反射エコーからの輝度値が、加算処理の基準画像上に累積される。そ
のため、前記加算血流画像上には、反射エコー源の動きを追跡した流跡線が描出される。
一方で、組織領域の動きは血流に比べて充分に遅く、加算画像上でも細かい構造が維持さ
れる。したがって、加算画像から低周波成分を抽出することにより、血流画像を作成でき
る。また、実施例１に記載したように、送波シーケンスに低周波の超音波を照射する手法
、高周波成分や造影剤を用いた手法なども適用できる。各手法とも、組織領域および血流
領域の輝度差を用いた手法であるため、加算処理を加えることで、その輝度差をより拡大
することができる。
【００４０】
　前記加算血流画像は輝度分布計測部１４に送られ、実施例１で説明した手法と同様にし
て輝度の度数分布表が算出される。前記加算画像上では、血流の流量や流速の違いによっ
て生じた輝度値の分布が、単一画像に比べて明瞭であるため、度数分布表からよどみ領域
に相当する領域を判別することは、さらに容易になる。
【００４１】
　前記度数分布表を用いて、色表示するための閾値を閾値入力部１５で実施例１に記載の
手法により入力し、血流分布画像構成部１６にて、色別された血流のよどみ領域や血流の
速度ベクトルが、フレームメモリ１１から読み込まれた画像データｆｎに重ねられ、血流
分布画像が構成される。この時、よどみ領域や速度ベクトルを重ねる画像は、図１０に示
すように画像加算部８１で作成した加算画像でもよく、術者が自由に選択できる。
【００４２】
　速度ベクトルを計測する際に、画像データの取り込み時間が長いと、画像データ間に生
じる輝度の変化が大きくなり、また速度ベクトルの計測誤差が生じる可能性がある。そこ
で、度数分布表の算出に複数枚の画像データを使った加算画像を用いる場合には、送波シ
ーケンスを調整することにより、領域探索の誤差を軽減させることができる。簡単のため
、ここでは図１１Ａおよび図１１Ｂに示すように、３枚の画像を加算する場合で説明する
。１１１、１１２、１１３は、従来の送波シーケンスで得られた画像データ１、画像デー
タ２、画像データ３である。通常の３フレーム加算の場合では、各画像間で速度ベクトル
の計測を行ない、その結果に基づいて加算処理がなされる。一方、別の３フレーム加算の
場合では、撮像領域を超音波を電子走査する方向に分割し（ここでは３分割）、各領域で
加算枚数分（ここでは３回）だけ送受信することにより、加算画像の構成に要する処理時
間を変えずに速度ベクトルの計測誤差を軽減させることができる。まず、分割領域１（１
１４）で３回の送受信を行い、速度ベクトルの計測と計測結果に基づく加算処理を行なう
。続いて、他の分割領域２（１１５）、分割領域３（１１６）でも同様にして分割した領
域毎の加算画像を作成し、最後に全体の加算画像を構成する。従来手法に比べて、狭い領
域で超音波を送受信するため、各分割領域においては画像間に生じる時間差が短く、補正
すべき位置ずれが少ないため、速度ベクトルの計測精度が高くなる。また、探索する領域
も小さくできるため、整合領域の探索に要する処理時間を短縮させることが可能である。
血流分布を計測する領域が狭い場合や、検査対象の変形が小さい場合には、速度ベクトル
の計測を特定の領域に限定することで処理時間の短縮が図れる。組織領域の少なくとも一
つの細分化領域で速度ベクトルを計測し、その計測結果を基にして全画像領域を含む加算
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画像を構成する。血流領域の抽出は、前述したように低周波成分を抽出することで作成で
きるため、速度ベクトルの計測を全画像領域で行なう場合に比べて大幅な時間短縮が可能
である。
【００４３】
　正常な血管の場合、血流の流線はほぼ直線を描くが、プラーク等の障害物がある場合に
は、曲線または渦状の流線を描く。この流線は、プラークの有無を示すだけでなく、血流
の流れが停滞する「よどみ」の箇所を識別する上で有用である。血流のよどみは、血栓形
成の要因となったりプラークの成長率を高める可能性があるため、よどみの画像化は、プ
ラークの予防診断に向けた重要な診断ツールが実現できる。
【００４４】
　上記した各々の実施形態により、よどみ領域を画像化するために、血流の速度ベクトル
を計測し、渦や歪曲している流路を可視化することができ、また、流れが停滞している箇
所を計測することができる。
【００４５】
　血流の速度分布を計測する手段としてよく知られているＣＦＭ（ｃｏｌｏｒ　ｆｌｏｗ
　ｍａｐｐｉｎｇ）は、血流の方向や大きさを画像上の色分けして表示するため、流れの
停滞を簡易に判断しうるが、計測方向が制限されている点や、一定の領域内での平均的な
速さを計測している点などから、プラークの後方部や血管の蛇行部に生じるよどみ領域を
判断するには、空間的な分解能が不充分な点が課題として残る。高周波探触子を用いて撮
像したＢモード画像上では、血流内の反射体の動きによりよどみ領域の判断が可能である
が、流れの停滞状況を定量的に判断することは難しく、観察者の主観によるところが大き
い。また、中長期的な観察が必要な状況下では、術者による診断のばらつきや再現性の低
さは、心筋梗塞や脳梗塞に至る前の予防措置を施すタイミングを計る上では重大な問題と
なりうる。上記した各々の実施形態によれば、客観的に血流の濃度や停滞箇所を容易に判
断しうる画像表示を得ることができる。
【００４６】
　よどみとなる血流の停滞領域を判断する上で、血流に含まれる赤血球や脂質等の超音波
反射エコー源からの輝度分布は有用な情報となる。血流の低速領域ないし血流の停滞領域
は画像データ上で高輝度領域になり、前記高輝度領域は撮像に要する時間幅を広げること
により、低輝度領域との差をより明確とすることができる。
　上記記載は実施例についてなされたが、本発明はそれに限らず、本発明の精神と添付の
請求の範囲の範囲内で種々の変更および修正をすることができることは当業者に明らかで
ある。
【実施例３】
【００４７】
　実施例１に記載の装置構成及び処理に対し、汎用的に利用されている自己相関演算を用
いた血流画像（以後、ＣＦＭ画像（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎｇ））と併せる
ことで、より効果的に血流動態の違いを反映した画像構成が可能である。
【００４８】
　実施例３になる超音波診断装置の構成例を示すブロック図を図１２に示し、具体的な処
理について説明する。図１２は、図１に示す実施例１の装置構成例のブロック図に基づい
て、速度ベクトル計測部１２から閾値入力部１５までの構成を第２画像構成部１２１とし
て簡略化し、新たにＣＦＭ処理部１２２を設けた装置構成となっている。ＣＦＭ画像は、
同一走査線に対して複数回の送受信を行ない、取得したパルス信号から血流由来のドップ
ラー遷移周波数を計測し、さらに自己相関演算により計測される血流の平均速度及び反射
強度を色相変調または輝度変調して構成される。したがって、図１２のＣＦＭ処理部１２
２は、主にドップラー遷移周波数を計測するためのミキシング部、血流以外の信号を除去
するためのＭＴＩ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）フィルタ、平均
速度や反射強度を計測するための自己相関演算部等を含み、受信ビームフォーマ７から入
力されるＲＦ信号を元に、自己相関演算の結果である血流のドプラスペクトルを出力する
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。縦軸及び横軸が各々強度と周波数で構成されるドプラスペクトル（図１３）の面積は超
音波照射領域の赤血球数に相関する。したがって、各走査線上に設けた領域毎にドプラス
ペクトルに基づく面積を計測し、その値に応じた色の濃淡を画像上に示すことで、血流濃
度を映像化できる。この反射強度を反映したＣＦＭ画像は血流方向の情報を持たない。そ
のため、血流分布画像構成部（情報処理部）１６において、ＣＦＭ画像、第２画像構成部
１２１で計測された血流ベクトル、フレームメモリからの組織画像を組み合わせることに
より、血流濃度や血流方向を示す画像が提示される。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１は、本発明の実施例１になる超音波診断装置の構成例を示すブロック図であ
る。
【図２】図２は、実施例１に記載の装置構成例において、速度ベクトルの計測から血流分
布画像の構成に至るフローチャートである。
【図３Ａ】図３Ａは、実施例１に記載の装置構成例において、速度ベクトルの計測手法を
説明する図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、実施例１に記載の装置構成例において、速度ベクトルの計測手法を
説明する図である。
【図４Ａ】図４Ａは、実施例１に記載の装置構成例において、探索領域を最適化する手法
の一例を説明する図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、実施例１に記載の装置構成例において、探索領域を最適化する手法
の一例を説明する図である。
【図５】図５は、実施例１に記載の装置構成例において、速度ベクトルの計測結果の一例
を表す図である。
【図６】図６は、実施例１に記載の装置構成例において、輝度の度数分布表の一例を示す
図である。
【図７】図７は、実施例１に記載の装置構成例において、血流分布画像の表示形態の一例
を示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施例２になる超音波診断装置の構成例を示すブロック図であ
る。
【図９】図９は、実施例２に記載の装置構成例において、速度ベクトルの計測手法を説明
する図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例２になる超音波診断装置の第二の構成例を示すブロ
ック図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、実施例２に記載の装置構成例において、速度ベクトルの計測誤
差を軽減するための送波シーケンスの例である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、実施例２に記載の装置構成例において、速度ベクトルの計測誤
差を軽減するための送波シーケンスの例である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例３になる超音波診断装置の構成例を示すブロック図
である。
【図１３】図１３は、ドプラスペクトルの例である。
【図１４】図１４は、ベクトル分布計測部を含む装置構成例を示すブロック図である。
【図１５】図１５は、ベクトル分布図の例である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　検査対象
　２　超音波探触子
　３　送信ビームフォーマ
　４　Ｄ／Ａ変換器
　５　ＴＧＣ
　６　Ａ／Ｄ変換器
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　７　受信ビームフォーマ
　８　包落線検波部
　９　スキャンコンバータ
　１０　表示部
　１１　フレームメモリ
　１２　速度ベクトル計測部
　１３　血流画像抽出部
　１４　度数分布算出部
　１５　閾値入力部
　１６　血流分布画像構成部
　３１　画像データｆ１

　３２　画像データｆ１上の血管
　３３　画像データｆ２

　３４　画像データｆ２上の血管
　３５　探索領域
　３６　細分化領域ｓｕｂｆ２

　４０　最適化前の細分化領域
　４１　最適化した細分化領域
　７１　よどみ領域
　８１　画像加算部
　１１１　画像データ１
　１１２　画像データ２
　１１３　画像データ３
　１１４　分割領域１
　１１５　分割領域２
　１１６　分割領域３
　１２１　第２画像構成部
　１２２　ＣＦＭ処理部
　１４１　ベクトル分布計測部
　１４２　抽出領域入力部
　１５１　ベクトル分布



(14) JP 4787358 B2 2011.10.5

【図１】 【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】



(15) JP 4787358 B2 2011.10.5

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(16) JP 4787358 B2 2011.10.5

【図１０】 【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２】 【図１３】



(17) JP 4787358 B2 2011.10.5

【図１４】 【図１５】



(18) JP 4787358 B2 2011.10.5

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平２－２６８７４８（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－６３０４６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－１２９９６７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61B   8/06
              JSTPlus(JDreamII)
              JMEDPlus(JDreamII)


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

